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「住まいのバリアフリー改造について」 
                                     （H28.9.1） 

１.バリアフリーについて 

・バリアフリーとは・・・ 

障がいのある人が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去するとい

う意味で、もともと住宅建築用語で登場し、段差等の物理的障壁の除去をいうことが

多いが、より広く障がい者の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的なす

べての障壁の除去という意味でも用いられる。 

【参考資料：障害者基本計画（Ｈ14.12.24 閣議決定）】 

 

障がい者や高齢者等その方によって障壁（バリア）となるものが異なる為、住まい

のバリアフリー工事をおこなう際は、障壁を除去する（バリアフリー）方法もその

方に合わせて検討する必要がある。 

２.日本の住宅について・・・ 

 日本の住宅というのは、柔らかな畳があり、木の温もりがあるなど高齢者等にやさ

しいと思われる反面、実は不自由な点が数多く存在しています。 

 

日本の住宅の問題点 

①段差が多い（玄関の上がり框、浴室、廊下と居室間など） 

②幅員が狭い（廊下、階段、扉の開口、便所など） 

③和式（座式）の生活様式（床からの立ち座り動作等の負担が大きい） 

 

こうした点は、障がい者や高齢者等の行動を制約する障壁（バリア）となり、時には

家庭内事故を誘発する一因にもなっています。 

 

住宅改修・改造等住環境整備をおこなうことで、障壁を除去（バリアフリー）し、自

宅で安全に生活できるようにするとともに、生活動作の自立の促進、介護負担の軽減、

地域社会への参加等を図ることを目的としています。 

 

【参考】各種制度（それぞれ要件がある為、事前に要確認） 

Ⅰ．介護保険住宅改修（別紙添付書類－黄） 

Ⅱ．介護保険福祉用具貸与・購入（別紙添付書類－青） 

Ⅲ．福岡市住宅改造助成事業 

  ①福岡市高齢者住宅改造助成事業（別紙添付書類－ﾋﾟﾝｸ） 

  ②福岡市障がい者住宅改造助成事業（別紙添付書類－緑） 

Ⅳ．福岡市障がい児・者 日常生活支援用具給付事業 

※事前申請 
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[手すりについて] 

  ・玄関上り框の昇降  ・廊下の移動   ・階段の昇降     

  ・浴槽への出入り ・便器の立ち座り  ・玄関から道路までのアプローチ 

 などに、転倒予防もしくは移動や移乗を安全に行えるようにするために取り付けま

す。取り付ける場所、使用する方の体格、身体状況に応じて材質形状は様々です。 

 

◎手すりの太さ：一般的に直径 32 ㎜～40 ㎜が使用されることが多い。一般的に廊下

など手を滑らせて移動する場合は 35 ㎜前後、浴室や便所等立ち座り時などでしっか

り握る必要がある箇所は 32 ㎜前後が多い。 
※但し、その方によって握りやすい太さが異なる為、実際に握ってみて一番握りやす

い太さにすることをお勧めします。 

 

◎手すりの形状： 

丸手すり、平手すり（手のひら、肘等で支持する）、波型手すり（階段等で使用され

ることが多い）、ディンプル（凹凸）手すり（握りやすく滑りにくい）など。 

 

手すりの形状について

平手すり

など

波型手すり

ディンプル手すり

5

丸手すり

 
 

◎手すりの材質：木製・・・利点～木のぬくもりがある。 

             難点～水場には適さない。  

ステンレス製・・・利点～加工性が良く、強度が強い。 

                 難点～周囲の温度に左右されやすい。濡れると 

滑りやすい。 

樹脂製・・・利点～周囲の温度に左右されにくい。 

難点～変色する可能性がある 
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[段差の解消] 

廊下と居室、脱衣室と浴室等の床段差、玄関の上り框、玄関から道路までの通路等の

段差又は傾斜などを解消し、移動を容易で安全に行えるようにする工事です。 

※その方の身体状況によっては、スロープの移動が困難な場合があります。（例：パー

キンソン病、リウマチ等で足首の関節に拘縮がある方など）。 

 

・踏み台の設置－手すりも合わせて検討。   

・敷居の撤去‐扉の下に隙間が出来る為、注意が必要。 

・スロープの設置‐ミニスロープの場合は、側面も斜めに隅切りする。長さも注意。 

屋外等のスロープ工事の場合は、その方の移動方法や家屋状況等を考慮した上で、

スロープの勾配について検討が必要。工事前にその勾配が移動可能かどうか確認す

ることをお勧めします。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

手すりの高さ

スロープの勾配について 

・『建築基準法』・・・１/８を超えないこと。 

・『バリアフリー新法（高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律）』 

・・・１/１２以下 

・『福岡市福祉のまちづくり条例』・・・１/１２以下 
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・浴槽交換     

 

・和式：浴槽が深い為肩まで浸かることが出来るが、またぎ動作はしにくい。また

浴槽内が狭くて足が伸ばせない為、浴槽内での姿勢が窮屈となる。 

・和洋折衷式：和式浴槽に比べ浅い為またぎ動作がしやすく、背凭れが多少傾斜し

ている為膝を少し曲げれば肩まで浸かることも出来る。また一般的

に足のつま先を浴槽面に当てることが出来る為、浴槽内での姿勢が

安定しやすい。 

・洋式：浴槽が浅い為またぎ動作が容易におこなえ、長さがあるので膝関節を伸ば

した状態で入浴することが出来る。その反面、背凭れの傾斜角度が大きい

為、身体に障がいがある方等は、浴槽内での姿勢が安定しにくく、起き上

がり、立ち上がり動作もしにくい。 

 

※一般的に足のつま先が浴槽面についていることが重要で、特に高齢者や障がいが 

ある方には和洋折衷式浴槽を使用することが多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洗い場と浴槽の底の段差が大きいほど出入りしにくくなる。 

＜洗い場と浴槽の段差例＞ 

＜浴槽の種類＞ 

１.埋め込み浴槽（断面） 

 

 

40～  

45 ㎝ 
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浴槽の取替えをする場合は、一般的に浴槽の深さは 50 ㎝程度のものを使用し、洗い

場床からの浴槽縁の高さは 40 ㎝程度にすることが多い（ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽのほとんどがこの程

度の寸法になっています）。この程度の寸法であれば、立って浴槽をまたぐのが困難

になった場合に、右上図のようにイス等を利用し腰掛けて浴槽をまたぐことも可能に

なる場合があります。 

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽへ取替える際は、ｼｮｰﾙｰﾑにて入浴動作等を確認することをお勧めします。 

 

 

[滑りの防止及び移動の円滑化等のための床 

または通路面の材料の変更] 
 

畳からフローリングやビニル系床材への変更、浴室や通路面においては滑りにくい

床材へ変更することで、つまづきや滑りによる転倒を防いだり、車椅子等での移動を

容易におこなえるようにします。 

据え置き浴槽の場合、縁の高さが高いと出入りしにくくなる。

（踏み台を利用したりすると入りやすくなる） 

２.据え置き浴槽（断面） 

 

 

３.一般的に出入りがしやすいとされている浴槽断面 

 

 

深さ50ｃｍ程度 
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[引き戸等への扉の取替え] 

 開き戸から引き戸・折戸・アコーディオンカーテン等に取替え、扉の撤去、戸車の

設置、レバーハンドル等へのドアノブの変更等をすることで、扉の開閉動作を安全に

おこなえるようにします。また開口を大きく取ることで、介助などを容易にします。 

[洋式便器等への取替え] 

 腰や膝に痛みがある方や足の力が弱くなっている方にとって、和便器での立ち座り

動作は非常に困難です。その場合は、洋式便器に取り替えることによって動作が楽に

なります。また便器の高さや手すりの位置等の検討も必要となります。  Etc… 

                                     

[まとめ]  

※住まいのバリアフリー改造をおこなう際は、その方の身体状況や住居

形態（持家、賃貸、戸建て、マンション等）、予算等を考慮し、その方に

合ったバリアフリー工事になるよう十分に検討をしましょう。 

 

【参考資料】 玄関と便所の一般的な手すりの取付位置について 

 MEMO                                

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

講座テキストの無断転載・無断コピー、二次使用は禁止いたします。 






















	住まいのバリアフリー改造について
	１.バリアフーについて
	２.日本の住宅について
	[手すりについて]
	[段差の解消]
	[滑りの防止及び移動円滑化等のための床または通路面の材料の変更] 
	[引き戸等への扉取替え]
	[洋式便器等への取替え]
	[まとめ ]

